[bookmark: _Hlk126070586]第１０回　幹事会　議事録

２０２３年１月２４日

幹事長　　飯　島　奈　絵
１．日　　時		２０２３年１月２４日（火）午前１２時～午後１時
１．場　　所		堂島法律事務所会議室及びＺｏｏｍミーティング
１．出席幹事　＜敬称略＞
【Ｚｏｏｍミーティングによる出席】
　有村　とく子　飯島　奈絵　　井上　耕史　　奥村　昌裕　　久保井　一匡　田島　義久　　田積　祥子　　富井　和哉　　中島　宏治　　西田　　敦　　西原　和彦　　原野早知子　　松井　淑子　　宮下　泰彦　　安原　邦博　　　黒田　愛　　　　岩本　朗　　両角　麻子　　　谷　英樹　　　溝上　絢子　渡部真樹子
（オブザーバー：下枝歩美（議事録作成））

幹事総数　　　　　　　　　８７名
出席幹事の数　　　　　　　２１名
委任状による出席幹事の数　３６名
合計　　　　　　　　　　　５７名（重複あり）

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長飯島奈絵は本幹事会の議長として副幹事長西原和彦を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】


１【決議事項】３月総会招集の件（３月２７日１８時～＠大阪弁護士会２階）

議長は原案の無事可決承認を報告した。

２　全期幹事について（各委員長、若手会代表、会計幹事）

担当副幹事長（松井）：これまで、各委員長、若手会代表、会計幹事が各期幹事になっていない場合は、個別に指名して全期幹事に選任していた。しかし、煩雑であるし、漏れが生じる可能性もある。そこで、各委員長、若手会代表、会計幹事は自動的に全期幹事となるよう会則改正を行いたい。

幹事長：自動的に全期幹事とすると、各期幹事にはならないほうが良いのか。
　　
担当副幹事長：かぶらないほうが良いと考える。

A幹事：これまでは幹事長が全期幹事に指名していたが、それを自動化したいという趣旨はわかった。しかし、委員長等を幹事とするということに違和感がある。実務を優先させたということか？

B幹事：選任のタイミングの問題もある。委員長はいつ決まるのか。

担当副幹事長：３月総会で、次年度幹事（副幹事長，全期幹事及び各期幹事）の選任を行う。委員長の選任時期について規定はないが、実務上間に合う。

C幹事：
委員会規則第３条「各種委員会の委員長は幹事長が選任する」とある。
会計規則第３条２項「幹事長は幹事の中から会計幹事を指名する」とあるので、会計幹事は当然に幹事でないといけない。関係規定との整合性を確認されたい。

担当副幹事長：今回は検討前の素案の段階だったので、関係規定を確認して、再度提案する。

３　オンライン総会について
幹事長：近弁連大会のオンライン開催規定を参考に、オンライン総会についての規定を作成した。委任状の提出の要否、オンライン参加者に議決権を認めるか否か、オンラインでの開催について幹事会が決めるとするのか、当然にオンラインで開催できるとするのか等について意見が聞きたい。

D幹事：近弁連では代理人出席はないところが違う。

E幹事：オンライン参加を認めるのか原則ということになるのか？
代理人を選任する際に、ウェブ参加者への委任も可能なのか、リアル参加者に委任すべきなのかについて規定を置くべき。

E幹事：当然に常にオンライン参加可能とするのは反対。例えば、細密採決が必要な場面、リアル参加に限るという判断もありえる。

幹事長：原則オンライン参加可能として、但書でリアルにする余地を残すか。

F幹事：幹事会が相当とする場合としていたほうが良いと考える。幹事会で決議すれば良いだけなので。忘れなければ問題ない。

議長：個人的には、原則としたほうが決議も不要なので楽かと考える。

幹事長：委任状のグーグル提出についてはどう考えるか

F幹事：それはいいのではないかと思う。

議長：継続審理ということで、次回（第１１回幹事会）３月総会に提出する物を挙げて、再検討する。

４　次年度各期幹事について
　　まだの期は、推薦していただきたい。
嘱託が推薦状況を幹事会MLで送る。

５　大弁会務・日弁連理事会報告（大阪弁護士会副会長：黒田愛）
資料３のとおり。

幹事長：臨時総会が３月７日の午後１時半からあるので、ぜひご参加いただければ。若手の会費の減額については、かなり熱い議論がなされている。常議員会でも賛否あったが、なんとか通った。

G幹事：春秋の中からも色々な意見がでていた。色々意見交換する場が必要なのではないか。このまま総会に突入して良いのか。

H幹事：大弁執行部から、意見交換会、議案説明会は予定されていない、各幹事会を回っての議案説明も予定されていないと聞いた。個人的には議案に反対。春秋の中で議論することは必要でないか。このまま突入して、賛否入り混じった総会で良いのか

I幹事：若手５年の収入が全体の半分以下といった客観的資料はあるのか。

J幹事：若手の収入については、弁護士白書に記載されたものがある。他にはない。

I幹事：若手が早くに独立するという統計はあるのか

J幹事：そういう統計はない。また、会費減額について、独立も勤務も同じ扱い。

幹事長：収入要件も特にない

I幹事：６年目になったらそれなりに収入あるのか

J幹事：営業努力の効果が表れてくる頃と一般的に考えられる。これまで２年だったところを５年に延長することにより、支援するという意向を示す。

６　　各種委員会からの活動報告／選考，政策，広報，研修，親睦，若手会 

（１）政策委員会（委員長：中島宏治）
　　　資料４のとおり。政策シンポ１回目の会計報告を載せている。
　　　政策シンポ２回目のパネリストに１名推薦があったが、辞退された。自薦他薦を問わず、募集している。

（２）広報委員会（委員長：堀川智子）
　　　資料５のとおり。広報委員会２７名のうち、年間通じて活動がなかった人もいた。今後の意向を確認する必要がある。
　　　１２月号を発行・掲載となっているところは、１月号に修正。
　　　４月号までは今年度の委員で対応する。
春号は３月２７日リリースする。新人の確定に時間がかかっていて、原稿の集まりが悪いが、遅くとも２月中には回収したい。
阪堺電車の親睦企画はまだ募集中である。

（３）研修委員会（担当副幹事長：西念京祐）
スーツ研修は、女性のトレンドを含め、色んな話を盛り込みたいということで企画している。参加者募集中。基本的にはzoom参加。
次年度、離婚と税金の企画を予定している。

幹事長：ビフォーアフター企画に広瀬さんがモデルとして登場予定。お楽しみに。

（４）親睦委員会（担当副幹事長：宮下泰彦）
　副会長当選祝賀会、７５期新人歓迎会が２月２０日に開催。参加の呼びかけをしている。本日時点で５８名の申し込み。会場のキャパが８０名でまだ余裕があるので、ぜひご参加を。場所は、ガーデンオリエンタル大阪。非常に格調高い建物で、それを見るだけでも価値がある。
新人歓迎旅行は３月１８、１９日で実施する。場所は福岡。

（５）若手会（担当副幹事長：富井和哉）
次期の世話役代表について、堀先生を中心に声をかけているが、難航している。
新人歓迎会兼追いコン（６５期）が３月１３日に開催予定。

７　各種行事の案内
　　上記のとおり。

８　その他
幹事長：会派合同で、新入会員の説明会で会派の説明を行い、引き続き、簡単な飲食付きの歓迎会を行った。しかし、まだ無所属の人もいる。コロナ禍で修習をオンラインでやったり、２回試験も各地でやっていたり、同期の繋がりも薄い。無所属の人がいたら、会派に入会するよう声掛けしてほしい。



